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 財産をめぐって親族内で争うという話をよく聞きます。財産は、現金や預貯金だけではありません。  

 会社に関係するものも相続の対象になります。相続対策をしっかりしていなかったために 

「廃業」という最悪の事態に追い込まれた例もあります。そこで… 
 

 本セミナーでは、会社を守るために必要な相続・贈与の 

基本事項（遺留分、寄与分、特別受益など）を学びます。 

 

 

 

 

           
 

 

                     

   
 

 

 

        

 

  
 

  

   お問合せ先  下関商工会議所 下関中小企業相談所（担当：野﨑） 

         TEL 083-222-3333／FAX 083-222-4094 
 

「事例でしっかり学ぶ会社の相続トラブルを防ぐ方法」申込票（FAX 083-222-4094） 

事 業 所 名  

所 在 地 （〒   －    ） 

フ リ ガ ナ   

T E L  
受 講 者 氏 名   

業   種 
製造・建設・卸売・小売・飲食・サービス・ 

その他（                ） 
F A X  

ご提供いただきました個人情報は、当セミナーの参加確認・別セミナーの開催案内に利用致します。 

≪地域総合支援対策事業≫ 

【日時】平成 30年１２月１８日（火） 

         18：00～20：00 
 
【場所】下関商工会館 3階 研修室 

    （下関市南部町 21-19） 
 
【定員】３０名（先着順）  

    ※受講料は無料です 

 

事例でしっかり学ぶ会社の 

相続トラブルを防ぐ方法 

 

「事業承継」徹底解剖シリーズ第３部 

≪プロフィール≫ 

 昭和 59年生まれ。平成 22年新司法試験に

合格。下関市内の法律事務所で勤務後、平成

27年に独立開業。 

 

＜主なカリキュラム＞ 

◇知らなかったでは済まされない相続・贈与に関する法律とそのポイント 

◇事例で学ぶ相続トラブルを回避する方法 

 ・会社の経営権と個人の財産をめぐる相続争いを防ぐポイント 

 ・事業の借入金や連帯保証がある場合の注意点 など 


